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法令の名称・関連条項とその内容

想定される代替案

（遵守費用）

（行政費用）

規制の事前評価書（要旨）

政策の名称

評価実施時期

規制の目的、内容及び必要性等

規制の費用 費用の要素

終末処理場での処理が困難な物質に係る下水道法における排除基準を定めることで、終末処理場からの放流水質基準を、水質汚濁防止法で定める特定事業場からの公共用
水域への排水に対する規制基準を定める排水基準を定める省令の排水基準（以下「水質汚濁防止法における排水基準」という。）に適合させ、水質汚濁防止法と下水道法の調
整を図ることで、排水規制行政の統一的な運用を担保することを目的とする。

【法令案等の名称】
下水道法施行令の一部を改正する政令案（仮称）
【関係条項とその内容】
金属製品製造業等の特定事業場（水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第２条第６項に規定する特定事業場をいう。）からの
下水の排除の制限に係る水質の基準（以下「下水道法における排除基準」という。）が定められている（下水道法施行令第９条の４第１項第
１５号）

代替案：1,1-ジクロロエチレン（フィルム等の合成原料に使用され、肝臓や腎臓に係る健康被害を生ずるおそれがある物質。分子式はC2H2Cl2。）に係る下水道法における排除基
準を現行の「１リットルにつき1,1-ジクロロエチレン0.2ミリグラム」に据え置く。

代替案の場合
当該政令の内容は、規制の例外を定めるものであり、追加の遵守費用は生じない。

当該政令の内容は規制の緩和であるため、追加の行政費用は生じない。

現行の下水道法における排除基準を据え置くこととなるため、既存
の特定事業場には追加の遵守費用は生じないが、新規参入する特
定事業場については、公共用水域に直接排水する場合と比較して、
下水道に排水する場合には下水道法における厳しい排除基準を遵
守する必要があるため、後者にはより高度な除害施設等の設備投
資が必要になる等の遵守費用がかかることとなる。

（その他の社会的費用）

・　下水道に下水を排除する特定事業場と公共用水域に直接排水
する特定事業場とで、排水に係る規制基準が異なることとなり、両者
間で不公平が生じ、特定施設の設置者及び地方自治体に混乱を招
く恐れが高い。

政策評価の結果
（費用と便益の関係の分析等）

特になし

・　1,1-ジクロロエチレンに係る下水道法における排除基準が緩和されることとなるため、新たに下水道に下
水を排除する特定事業場にとって、従前よりも設備投資が軽減されると考えられる。
・　水質汚濁防止法における排水基準と下水道法における排除基準の調整を図ることで、下水道に下水を排
除する特定事業場と公共用水域に直接排水する特定事業場との間の不公平や、特定施設の設置者及び地
方自治体に無用な混乱の招来を防止することができる。

便益の要素

施行後５年を目処にRIA事後検証シートによる事後検証を行う。

規制の便益 代替案の場合

特になし

備考

有識者の見解その他関連事項

レビューを行う時期又は条件

本案については、当該措置を講じることで追加的な費用は生じない一方で、公共用水域へ排水する特定事業場を規制する水質汚濁防止法と下水道に下水を排除する特定事業
場を規制する下水道法の調整を図ることで、排水規制行政の統一的な運用を担保することができるため、特定事業場間の不公平や、特定施設の設置者及び地方自治体に無用
な混乱の招来を防止することができる。便益が費用を上回っていると考えられる。
一方、代替案については、下水道に下水を排除する特定施設の設置者と公共用水域に直接排水する特定施設の設置者とで、排水に係る規制基準値が異なることとなり、両者間
で不公平が生じ、特定施設の設置者及び地方自治体に混乱を招く恐れが高い。
したがって、本案は代替案よりも優れていると考えられる。

特になし
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